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１　目　的　　障害者の定義を見直し、社会的障壁を取り除くための様々な配慮を行政などに求めた改正障害者基本法が平成23年8月5日に施行されました。この施行は国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の第１弾と位置付けられています。
さらに、来年度、通常国会に法案提出される予定の障害者総合福祉法に関しては、8月30日の障がい者制度改革推進会議第18回総合福祉部会において、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられました。
このような昨今の情勢、今後の展望などを学ぶ場として本研修会を開催いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　期　日　　平成２４年１月１１日（水）　１３：３０～１６：５０

３　会　場　　埼玉県県民健康センター　１Ｆ　大会議室ＡＢ
　　　　　　　さいたま市浦和区仲町３－５－１
　　　　　　　電話０４８－８２４－４８０１
JR浦和駅（西口）下車　徒歩１５分
　　　　　　　※公共交通機関を御利用ください。
４　対象者　　本会会員施設の施設長及び幹部職員　　　　
５　定　員　　８０名
６　日程及び内容
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行政説明　「障害者福祉の動向について（仮）」

　　　　　　埼玉県福祉部障害者自立支援課（調整中）

事業説明　「埼玉県地域生活定着支援センターの現状（仮）」

　　　　　　埼玉県地域生活定着支援センター　センター長　木内　英雄　氏
講　　義　「障害者総合福祉法の骨格提言について（仮）」
　　　　　　全日本手をつなぐ育成会　顧問　大久保　常明　氏
７　参加費　　１人　１，０００　円（受付時に納入していただきます。）
８　参加申込　参加申込用紙に必要事項を記入の上、１２月２２日（木）必着で本会事務局まで送付ください。※申込多数の場合は、事務局で調整させていただきます。
９　申込先　　埼玉県発達障害福祉協会　事務局　
　　　　　　　（埼玉県社会福祉協議会　施設業務課　川口）
〒33０-8529さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ
TEL 048-822-1191　  FAX 048-822-3078

　　　　　　　e-mail : kawaguchi@fukushi-saitama.or.jp            　 

埼玉県発達障害福祉協会
平成23年度施設長及び幹部職員研修会
参加申込書
期　日　　平成２４年１月１１日（水）　
会　場　　埼玉県県民健康センター大会議室ＡＢ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　日申込　
　　埼玉県発達障害福祉協会会長　様
　
施設種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡担当者名　　　　　　　　　　　　　　
　
	氏　　名
	職　　名
	備　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	


お申込みは、１２月２２日（木）までにお願いいたします。（ｆａｘ可）

　　本会のFAX番号と酷似した個人宅のFAXに、本会あての文書が届くというトラブル
　　が頻発しています。お手数をおかけいたしますが、FAXを送る際は必ず番号をお確
かめの上お送りくださるようお願いいたします。
ＦＡＸ ０４８－８２２－３０７８
埼玉県発達障害福祉協会事務局　（担当：川口あて）

埼玉県発達障害福祉協会


平成２３年度施設長及び幹部職員研修会


開　催　要　領





参加申込書の記載事項は、当会で出席や受講等の情報管理を行うこと、研修当日に配付する資料に参加者名簿として作成し配付すること以外の目的には使用いたしません。








